
 

 

過去の期末・勤勉手当の支給に係る報道発表資料の訂正について 

 

平成 28 年 12 月期から令和６年 12 月期の期末・勤勉手当の支給に係る報道発表資料にお

いて、平均年齢の数値に誤りがありました。お詫びして、下記のとおり訂正いたします。 

記 

１ 訂正箇所 

  支給対象者の「平均年齢」 

  ※報道発表資料１（２）の表中の平均年齢。H28.12月以降、発表資料の体裁は同じ 

 
 

２ 発生原因 

  システムから出力するデータの単位を読み誤っていた。 

 【例】システムデータ：43.07月 

    （正）43歳と７月→ 43.5833 ≒ 43.6歳 

    （誤）43.07歳  → 43.1歳  

 

３．再発防止策 

  単位の確認を含め、複数人による確認を徹底する。 

期別
過去公表数値

（訂正前の数値）
訂正後の数値 報道発表日 備考

H28.12月期 44.0歳 44.4歳 平成28年12月９日（金）

H29.6月期 43.1歳 43.8歳 平成29年６月30日（金）

H29.12月期 44.0歳 44.3歳 平成29日12月８日（金）

H30.6月期 43.1歳 43.7歳 平成30年６月29日（金）

H30.12月期 44.0歳 44.3歳 平成30年12月10日（月）

R1.6月期 43.1歳 43.7歳 令和元年６月28日（金）

R1.12月期 44.0歳 44.2歳 令和元年12月10日（火）

R2.6月期 43.1歳 43.6歳 令和２年６月30日（火）

R2.12月期 44.0歳 44.2歳 令和２年12月10日（木）

R3.6月期 43.1歳 43.4歳 令和３年6月30日（木）

R3.12月期 43.1歳 43.9歳 令和３年12月10日（金）

R4.6月期 43.0歳 43.2歳 令和４年６月30日（木）

R4.12月期 43.1歳 43.7歳 令和４年12月９日（金）

R5.6月期 43.0歳 43.1歳 令和５年６月30日（金）

R5.12月期 43.1歳 43.6歳 令和５年12月８日（金）

R6.6月期 43.0歳 － 令和６年６月28日（金） 数値に誤りなし

R6.12月期 43.1歳 43.6歳 令和６年12月10日（火）

別紙２ 


